
　地域にお住まいの75歳以上の一
人暮らしの方に、春と秋の年2回、ボ
ランティアさん手作りの食事と地域の
幼稚園、保育園児の書いたクレヨン画
を配送ボランティアさんがお届けして
おります。今年の春には、男性の料理
グループ手作りのクッキーをお届けし
ました。 
　毎年、季節の食材を使った食事と子どもたちが描いた
絵が評判になっています。 

　藤野町地区社会福祉協議会では、町内の地域福祉活動を推進するため、在宅の高齢者を支援する活動に取り組んでいます。 
　山間地に位置する藤野町は、現在高齢化率が24％となっており、地域で生活する上で、地元の方々の支援は欠かせ
なくなっています。 
　藤野町地区社会福祉協議会（藤野町地区社協）では、地域のボランティアの方、民生委員をはじめ福祉関係者の協力を得て、
ご高齢の方々に対して様々な取組みを始めています。今回はこうした活動の様子を報告します。 

後期高齢者を対象にした給食サービス事業 年末激励品の配付事業 

90歳以上の高齢者を対象にした激励慰問事業 

　地域にお住まいの90歳以上の方に、
地域の民生委員の方々の協力を得て、激
励祝い品をお届けしております。また、合
わせて日頃困ったことなどの相談を受け
ています。昨年度は、ライト付ルーペを
お配りしました。 

　地域にお住まいの65歳以上の一人暮らしの方を対象に、
地域の民生委員さんの協力を得て、ボランティアさん手作り
の品物をお届けしています。昨年度は鏡餅をお届けし、年末
年始の行事のひとコマとなった名物事業です。 
　今年度もボランティアさんが手作りのお菓子をお届けいた
します。 

のびのびクラブの実施 

　高齢者サロンとして、地域の高齢の方を対象
に、毎月1～2回レクリエーションや手工芸品の
作品作りなど、ボランティアさんや民生委員の
方々の協力を得て活動しています。 
　町内にお住まいの方なら誰でもご参加いた
だけます。町内16地区で開催しています。 

　藤野町地区社会福祉協議会では、今後移送手段の
確保や地域の中で気軽にコミュニケーションが図れる
場の確保など、将来必要とされる生活課題を研究して
いくため、民生委員、福祉施設関係者、ボランティア、自
治会関係者など、身近な方々の参加を得て『福祉コミュ
ニティ』の形成について検討していきます。 

かわいい絵とクッキーたち 

ライト付きルーペ 

みんな名品作りに夢中です 

地域一丸となって取り組んでいます 地域一丸となって取り組んでいます 地域一丸となって取り組んでいます 

皆様のアイディアや地域福祉活動に対する意見など、気軽にお寄せください。 
お問合せ先：市社協藤野町地域事務所　電話 042（687）3361

パソコンサポーター養成講座パソコンサポーター養成講座 パソコンサポーター養成講座 

日　　時：11月28日、12月5日、12月12日 
　　　　　いずれも土曜日の午前10時～午後3時30分 
会　　場：ともしびショップ☆アップル（障害者が働くJR藤野駅前にある喫茶店） 
対　　象：ボランティアに興味や関心があり、パソコンを使って電子メールの交換ができる人 
定　　員：8名（先着順） 
内　　容：障害者への理解とパソコン操作の支援方法について映像や実習を交えて

学習します 
講　　師：NPO法人パラボラジャパン 
申込・問合せ：市社会福祉協議会　地域福祉グループ　電話 042（756）5034 
　　　　　Ｅメール：tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

～障害のある方のパソコン操作を 
 支援 するボランティア入門講座～ 
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ふじの介護者の会による介護相談会を実施します 

　寝たきり高齢者、認知症高齢者のお年寄りを介護されている方
で、介護上抱えている不安や悩みについて、介護に関わった経験
者や包括支援センター職員による専門的な相談を受け付けます。
ぜひ、ご利用ください。 

開催日時：11月7日（土）　午後1時30分～ 
会　　場：藤野中央公民館 
内　　容：介護上の相談、助言等 
お問合せ：小池会長　電話 042（687）3608

　藤野町では、町内16地区で高齢者サロンを実施しています。ステン
ドグラスなどの作品作成や健康体操など、皆さん和気あいあい過ごして
います。 
　毎月1～2回ボランティアの方々と楽しいひとときを過ごしませんか。 
　また、ボランティアとして参加してくださる方も募集しています。 

お問合わせ：市社協藤野町地域事務所　電話 042（687）3361

高齢者サロン（のびのびクラブ）に参加しませんか？ 
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詳しくは、市社協藤野町地域事務所までお問合せください。

ふれあいサービス協力会員募集 ふれあいサービス協力会員募集 ふれあいサービス協力会員募集 ふれあいサービス協力会員募集 ふれあいサービス協力会員募集 
家事援助・介助サービス 

ちょっと力を貸していただけませんか？ 地元の地域で、空いている時間で、 
有料のボランティア 

　市社協が実施する「ふれあいサービス」は、地域で
暮らすお年寄りや心身に障害があり、買い物・調理・
掃除や通院介助を必要とする人（利用会員）に対し、
同じ地域でその内容に応じられる人（協力会員）が、
有料でサービスを提供する会員方式の市民参加型
福祉サービスです。 

【基礎研修会】 
日　程：11月10日（火）～11日（水）　いずれも午前9時30分～午後4時まで 
会　場：津久井生涯学習センター1階　会合室Ｂ 
対　象：市内在住の20歳以上の方で、2日間の研修を全日程受講できる方。ヘルパー、介護福祉士などの専門資格は、不要です。 
　　　　※専門資格をお持ちの方は研修会を受講しなくても登録できます。また、登録を希望される方で、研修会の日程が合わない方も随時登録が可能です

ので、ご相談ください。 
内　容：ふれあいサービスの概要、高齢者の理解、車いす操作法、コミュニケーション技術等についての講義・実習 

申込・問合せ：市社会福祉協議会　津久井町地域事務所　電話 042（784）3393

地域の福祉、 
みんなで参加 

赤い羽根 
共同募金 

10月1日　12月31日 

共同募金運動に 
ご協力をお願いします 

　相模原市ファミリーサポートセンターは、保育園・幼稚園・児童クラブなどの開始
前後の預かりや送迎、保護者の病気やリフレッシュ時の預かりなど、子育てを助け
合う有償の会員制の組織です。 
　入会説明会及び援助会員講習会（子育ての手助けを行いたい人の講習会）を
開催しますので、是非ご参加ください。 

問合せ：共同募金相模原市支会 藤野町地区分会  
　　　　（市社会福祉協議会 藤野町地域事務所内） 
　　　　電話 042（687）3361

相模
原市ファ

ミリーサポートセンター相模
原市ファ

ミリーサポートセンター助け合い！育てあい！ 
みんなでつなごう笑顔と地域 

～入会説明会～ ※要予約　会場：津久井文化福祉会館 3階 研修室 

日　　　程 11月11日（水）午前10時～11時 

～援助会員講習会～ ※要予約　会場：津久井文化福祉会館 3階 研修室 

日　　　程 

1日目 

2日目 

11月20日（金）午前9時30分～午後3時30分 

11月27日（金）午前9時30分～午後4時 

☆説明会・講習会の保育を実施します。（要予約） 
☆保育士、幼稚園教諭、小学校教諭等の有資格者は随時登録ができ、講習会の一部免除もあります。 

申込み・問合せ：相模原市ファミリーサポートセンター（市社協内） 
　　　　　　　開設時間：月～金曜日　午前8時30分～午後7時 
　　　　　　　電話 042（730）3885 
　　　　　　　E-mail：famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

★入会説明を受けてから 
　受講してください。 

利用日 

利用時間 基本時間 

30分 
425円 

30分 
350円 

30分 
425円 

30分 
425円 

午前9時～午後5時 

日曜日・ 
祝日及び 
年末年始 

平　日 

超過時間 
午前7時～9時 
午後5時～7時 

※利用会員・協力会員とも年会費が1,000円必要です 

協力会員として活動できる方を対象に、登録していただくための基礎研修会を開催します。ぜひご参加ください。 

援助会員募集中 

　今年も10月から全国一斉に共同募金運動が始まっています。この「共同
募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、高齢・障害・
児童などの社会福祉施設や県域で活動している団体などに配分されます。 
　また、市区町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動
団体などに配分されます。この「共同募金」への寄付金によって、民間の社会
福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団
体は、さまざまな活動を行っています。 
　活動の趣旨にご理解いただき、多くのみな様の
募金への参加をお待ちしております。よろしくお願
いいたします。 

協力会員への謝礼 




